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令和５年度 中野市放送番組審議会 議事録 

 

１ 日 時  令和６年２月５日(月)午後３時 00分 

２ 場  所  豊田庁舎 ２階 大会議室 

３ 出 席 者  委 員  小林健一、小林将徳、藤田香代子、小橋善行、 

              永江文樹、高橋一幸、丸山理恵、小林豊 

        中 野 市  企画財政課 課長 阿藤博之 

        (事務局)  企画財政課 課長補佐兼 DX推進係長 中村昌樹 

              企画財政課 DX推進係 主事 小橋雄介 

        委託業者  テレビ北信ケーブルビジョン株式会社 

              専務 池田幸男 

              放送制作課長 青木賢大 

              放送制作課 穂刈靖之 

４ 会議顛末 

  (開会)午後３時 00分 

事務局 

(中村) 

只今から「令和５年度中野市放送番組審議会」を開会いたします。 

私は本日の進行を務めさせていただきます、企画財政課 DX推進係長の中村 

と申します。よろしくお願いいたします。 

なお、本日の審議会ですが、委員８名全員の出席をいただいておりますので、

出席委員数が過半数となり、本会は成立となります。よろしくお願いいたしま

す。 

それでは、以降、次第に沿って進行させていただきます。 

初めに、企画財政課長の阿藤よりごあいさつ申し上げます。 

 

事務局 

(阿藤) 

 企画財政課長の阿藤と申します。 

本日は足元の悪いなか、ご出席いただきありがとうございます。 

 豊田情報センターにつきましては、難視聴対策、旧豊田村有線放送協会の代

替機能として、平成４年に開局いたしました。 

 この後の協議の中でお話しさせていただきますが、情報通信施設の老朽化に

伴い、３年前から光化の事業に着手をしており、国の交付決定の関係から当初

の予定より遅れておりますが、来年度から幹線の工事を実施する予定でござい

ますので、皆様のご理解とご協力を賜り、事業を進めて参りたいと存じます。 

皆様におかれましては、忌憚のないご提言をお願いしまして、ご挨拶とさせ

ていただきます。 

 

事務局 

(中村) 

 

 

ありがとうございました。 

続きまして、豊田情報センターの自主放送番組制作業務の委託先であります、 

テレビ北信ケーブルビジョン株式会社、池田専務様よりごあいさつをお願い

いたします。 
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テレビ北信 

(池田専務) 

 

テレビ北信の専務の池田でございます。先程お話があったとおり、市から委

託をうけて番組制作を担っておりますが、自主放送番組の制作の充実化を図り、

また豊田地域の加入者を即座にサポートできる体制を整備するため、来年度４

月から豊田庁舎内に支局を開局することを予定しております。 

本日は様々な視点から、ご意見を賜り、豊田地域の皆さんに親しんでいただ

ける番組制作に繋げたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

事務局 

(中村) 

 ありがとうございました。 

続きまして、本日お集りの委員の皆様から自己紹介をいただければと思います。 

＜各委員の自己紹介＞ 

 

ありがとうございました。 

引き続き、テレビ北信ケーブルビジョン株式会社様、豊田情報センターの担

当職員から自己紹介をさせていただきたいと思います。 

＜テレビ北信ケーブルビジョン株式会社 自己紹介＞ 

＜中野市 自己紹介＞ 

 

事務局 

(中村) 

それでは次第３の協議事項に入らせていただきます。 

初めに会長及び副会長の選出でありますが、中野市情報通信施設条例施行規 

則第５条第４項の規定により、各１名を委員の互選により選出することとされ

ております。 

会長及び副会長について、ご立候補またはご推薦はございますでしょうか。 

＜立候補及び推薦なし＞ 

 

ございませんければ、慣例に基づきまして、事務局から素案をご提案申し上 

げたいと思いますが、ご異議等ございませんでしょうか。 

＜異議なし＞ 

 

ありがとうございます。それでは、事務局より、素案をご提案申し上げます。 

会長につきましては、上今井区長の 小林健一 委員にお引き受けいただきた

くご提案申し上げます。 

また、副会長につきましては、豊田公民館副館長の 小橋善行 委員にお引き

受けいただきたく、ご提案申し上げます。 

ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

＜意見等なし＞ 

 

ございませんければ、皆様の拍手をもって、ご承認をお願いいたします。 
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＜全員拍手＞ 

 

ありがとうございました。拍手(多数・全員)により、小林委員が会長に、小

橋委員が副会長に選出されました。 

 

放送番組審議会の議長につきましては、中野市情報通信施設条例 施行規則第

５条第６項で会長が務める旨が規定されておりますので、小林会長の進行で協

議をお進めいただきたいと存じます。 

それでは小林会長、よろしくお願いいたします。 

 

会長 会長の小林と申します。スムーズに会議が進むよう皆様のご協力をいただき

ながら進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

それでは、協議事項(１)令和５年度業務実績(見込)について、事務局より説

明をお願いします。 

 

事務局 

(小橋) 

 協議事項(１)令和５年度業務実績(見込)について、ご説明いたします。 

＜説 明＞ 

以上となります。 

 

会長 ただ今、事務局から説明がありましたが、ご意見ご質問等ございますか。 

 ＜意見・質問等なし＞ 

  

ご質問等なければ、続いて、協議事項(２)令和６年度業務予定について、事

務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

(小橋) 

 

 協議事項(２)令和６年度業務予定について、ご説明いたします。 

＜説 明＞ 

以上となります。 

 

会長  ただ今、事務局から説明がありましたが、ご意見ご質問等ございますか。 

 

委員 

 

 

 

事務局 

(中村) 

 

 

光化後、BS/CS放送が直接受信できることにより、NHKの衛星契約を要するの

か。また、NHKの衛星契約を要する場合、加入者に理解を得るための取組が必要

だと思うがどうか。 

 

放送法上、受信できる環境が整った場合は放送契約を締結する必要があると

の仕立てになっており、BS/CS放送の視聴を希望しない方に対する個別の視聴制

御についても、NHK側からは実施してはならない旨のご指示をいただいているな

かで、今回の設備更改に際しては、全世帯に BS/CS 放送をパススルーにて送信
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委員 

 

 

事務局 

(中村) 

する設計としておりますので、NHKの衛星契約放送受信料につきましては、加入

者様にご負担をお願いする前提で事業を進めております。 

なお、こちらにつきましては、昨年度、各地区において、光化の説明会をさ

せていただきました際にご説明を申し上げており、説明会の中で頂戴した質問

に対する回答を取りまとめた「Ｑ＆Ａ」においても、同様のご説明を掲載のう

え、全戸配布をしておりますので、区民の皆様に一定の情報伝達はできている

と理解をしております。 

 

NHKの衛星契約は、どのくらいの受信料がかかるのか。また、今まで BS/CS放

送を視聴していた方の契約の取扱いはどうなるのか。 

 

NHKの衛星契約の受信料は、年間で換算しますと、地上契約の受信料に約 1万

円が上乗せになります。 

また、今まで BS/CS 放送を視聴していた方の契約の取扱いにつきましては、

ケーブルテレビの視聴料と NHK の受信料の契約は別個でいただいておりますの

で、光化後においても、NHKとの衛星契約に基づき、受信料が発生いたします。 

 

委員 

 

 

事務局 

(中村) 

NHK の 4Ｋ・8Ｋ放送を視聴する場合、衛星契約の受信料から追加の受信料の

負担はあるのか。 

 

NHKの 4K・8Ｋ放送につきましては、衛星契約がお済みでございましたら、追

加の受信料のご負担なくご利用いただけます。 

 

委員 

 

 

THV 

(池田専務) 

来年度４月から豊田庁舎内にテレビ北信ケーブルビジョン株式会社の支局を

開局するとお話がありましたが、体制や活用方法等について、伺いたい。 

 

支局の体制について、現状は、1人を配置する予定でおりますが、常駐の有無

については、未定でございます。また、その他運用面につきましては、検討中

の段階ですが、支局を開局する目的は、自主放送番組の更なる充実化を図るた

め、豊田地域に根を張り、コンテンツ制作に係る情報収集を行うための環境を

整備することにありますので、開局までに、検討を重ね、より良いサービスが

提供できるように調整したいと存じます。 

 

委員 

 

事務局 

(中村) 

 

 

光化の進捗状況はどうか。 

 

本来であれば、本年度中に幹線の光化、またセンター設備の更新を行う予定

でおりましたが、国の交付決定が後ろ倒しになった影響を受け、来年度に繰越

で当該事業を行う予定であります。また翌年度以降に単年または二か年をかけ

て、引込と既存設備の撤去の工事等を予定しております。 
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委員 

 

事務局 

(中村) 

放送番組審議会はいつまで開催するのか。 

 

光化のサービスインが令和７年度中を予定しておりますので、本審議会につ

きましては、令和７年度末頃までの開催を想定しております。 

 

会長 

 

ほかにご意見ご質問等ございますでしょうか。 

＜質問・意見なし＞ 

 

ご意見、ご質問等ございませんでしたら、本日の協議につきましては、終了

となります。ありがとうございました。 

 

事務局 

(中村) 

 

 

事務局 

(小橋) 

 

 

 

事務局     

(中村) 

 

 小林様、スムーズな進行ありがとうございました。 

 続きまして、次第４「その他」といたしまして、一点、事務局から、「自主放

送番組の制作終了及び放送番組審議会の廃止」について、ご説明いたします。 

 

 その他「自主放送番組の制作終了及び放送番組審議会の廃止」について、ご

説明いたします。 

＜説 明＞ 

以上となります。 

 

 ただ今、事務局から説明がありましたが、ご意見ご質問等ございますか。 

 ＜質問・意見等なし＞ 

 

 それでは、委員の皆様におかれましては、長時間にわたりご協議をいただき

まして誠にありがとうございました。 

 本日、賜りましたご意見等につきましては、豊田ケーブルテレビサービスの

番組制作や事業運営に反映すべく、取り組んで参りたいと考えております。 

 また、他に豊田情報センターの業務の内容等でお気づきの点等ございました

ら、気兼ねなくご意見をお寄せいただければと存じます。 

 以上で令和５年度中野市放送番組審議会を閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

 

(閉会)午後３時 40分 


